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第２便  地方議会における会派拘束を見直そう！ 

Ｑ：国会には党議拘束があるのだから、地方議会にも会派拘束は 
あってもいいのでは？ 

Ａ：議員内閣制の国会と、二元代表制の地方議会。制度が全く違う 
ので、国会を真似するのは本来おかしいことです。市長と地方 
議員の双方が、市民に直接選ばれる二元代表制というシステム 
において、会派拘束は論理的にあり得ないことなのです。 

 

会派拘束をなくせば、地方議会はもっと生き生きとしてくる！ 

それが信頼される地方議会への第一歩。 



 

 

た。これでは、なぜ、その政党が賛成で意見が

まとまったのか、市民には見えません。議論の

プロセスが見えなくなるのが問題なのです。事

実、会派拘束によって仕方なく賛成せざるを得

なかった議員は、「本音は反対なんだよ」と

言っていました。 

 

れてはいけないのは、議会の役割は何か、

です。議会の大きな役割の1つは行政を

チェックすること、です。市民が市長を直接選

挙で選び、議員も市民が直接選挙で選ぶ、二元

代表制の基本です。その基本を地方議会が忘れ

てしまっているから、地方議会不要論が叫ばれ

てしまうのです。片山総務大臣も「八百長議

会、学芸会」と揶揄しています。 

 

国には会派拘束を緩やかにして、活発な議

論を始めている地方議会が存在します。そ

ういう議会は市民の信頼を取り戻しつつありま

す。そして、市民が地域のことをもっと真剣に

考えるようになっています。私は活力ある横浜

を作っていくためにも、議会改革に力を注ぎた

いと考えています。 

会派拘束を緩やかにすれば、議論は活発に！ 
      
        〜議会改革の第一歩は会派拘束の見直しから〜 

    プロフィール 

は常々、地方議会では会派拘束は見直すべ

きであると主張しています。全廃とは言わ

ないまでも、極力緩やかにすべきだと考えてい

ます。なぜでしょうか？ 

 

面に記載したように、会派の意見を拘束す

ることを「会派拘束」と呼びます。基本的

には政党毎に会派を結成していますから、同じ

ような考え方でまとまる事が多いでしょう。し

かし、そうならないケースもあります。そうい

う時に会派拘束があると、どうなるでしょう

か。会派内で賛成と反対が拮抗していても、会

派拘束によって、強制的に賛否を集約してしま

います。つまり、反対なのに議場では「賛成」

と意見表明をしなくてはいけない事態が発生す

るのです。これでは、民意が本当に反映されて

いるとは言えません。 

 

去の具体例を挙げれば、「みどり新税」が

そうでした。ある大政党の中を見ると、賛

成派と反対派が正に拮抗していましたが、会派

拘束によって、全員が賛成になってしまいまし
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現在、みんなの党横浜市会議員団 副団長 

     お知らせ 

みんなの党横浜市会議員団を結成しました。総勢14名と
なり、議会での質問時間が大幅に増えるのは勿論のこと、議員
提案条例の提出に必要な人数を満たすことになりました。 
 

私は政策担当の副団長として、今後、2年間、会派の政策立
案、調査活動、市民広報（タウンミーティングやホームページ運
営など）を担うことになりました。よろしくお願いします！！ 
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